
1

週休２日工事試行要領 新旧対照表

新 旧 備考

２ 用語の定義

（１） 週休２日（月単位，通期）

月単位の週休２日とは対象期間において全ての月毎で土日・祝日に

関わらず４週８休以上の現場閉所を行うことを，通期の週休２日とは

対象期間において，土日・祝日に関わらず，４週８休以上の現場閉所

を行うことをいう。

（２） 週休２日交替制（月単位，通期）

月単位の週休２日交替制とは対象期間において全ての月毎に土日・

祝日に関わらず技術者及び技能労働者などが交替しながら４週８休以

上の休日確保を行うことを，通期の週休２日交替制とは対象期間にお

いて，土日・祝日に関わらず技術者及び技能労働者などが交替しなが

ら４週８休以上の休日確保を行うことをいう。

（７） ４週８休以上

月単位の４週８休以上とは，対象期間内の全ての月毎の現場閉所の

日数の割合（以下，「現場閉所率」という。）が 28.5％（8日/28 日）

以上の水準に達する状態をいう。ただし，暦上の土曜日・日曜日の閉

所では 28.5%に満たない月は，その月の土曜日・日曜日の合計日数以

上の閉所を行っている場合に，４週８休（28.5%）以上を達成している

ものと見なす。

通期の４週８休以上とは，対象期間内の現場閉所率が 28.5％（8日

/28 日）以上の水準に達する状態をいう。

また，降雨，降雪等による予定外の閉所日についても，現場閉所日

数に含めるものとする。

２ 用語の定義

（１） 週休２日

対象期間において，４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状

態をいう。

（２） 週休２日交替制

対象期間において，技術者及び技能労働者などが交替しながら４週

８休以上の休日確保

を行ったと認められる状態をいう。

（７） ４週８休以上

対象期間内の現場閉所の日数の割合（以下，「現場閉所率」とい

う。）が 28.5％（8日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。また，

降雨，降雪等による予定外の閉所日についても，現場閉所日数に含め

るものとする。

《現場閉所率の算定方法》

○現場閉所率の算出は，以下の式とする。

Ｋ（％）＝ Ａ／（Ｂ－Ｃ）

※ Ｋ：現場閉所率（％）

Ａ：現場閉所日数（ただし夏季休暇３日間及び年末年始６

日間の期間分を除く）
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（８） ４週８休以上（交替制）

月単位の４週８休以上（交替制）とは，対象期間内のに現場に従事

した技術者や技能労働者などの全ての月で平均休日日数の割合（以

下，「休日率」という。）が 28.5%（8 日/28 日）以上の水準に達する状

態をいう。

通期の４週８休以上（交替制）とは，対象期間内に現場に従事した技術者や技能

労働者などの休日率が 28.5%（8 日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。

４ 発注方法

施工者希望型での発注とし，請負人は契約後，工事着手前に発注者に対して

月単位の週休２日に取り組む旨を協議したうえで取り組むこととする。

なお，月単位の週休２日が達成できない場合においても通期の週休２日に

よる施行を行うこと。

５ 補正方法

当初予定価格から月単位の４週８休以上を前提とした経費の積算を行い，現

場閉所の達成状況の結果，月単位の４週８休に満たない場合は履行状況に応じ

て減額の設計変更を行う。ただし，工事着手前に通期の週休２日を希望した場

合で，現場閉所時に月単位の４週８休以上を達成していたとしても，通期での

経費補正となる。なお，補正係数については，別紙７のとおりとする。

Ｂ：週休２日確認対象期間日数（工事着手日から工事完成

日までの期間）

Ｃ：Ｂのうち，夏季休暇３日間及び年末年始６日間と重複

する日数

（８） ４週８休以上（交代制）

対象期間内の技術者や技能労働者などの平均休日日数の割合（以下，「休日率」

という。） が，28.5%（8 日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。

４ 発注方法

発注者指定型での発注とし，受注者は契約後，週休２日による施工を行わな

ければならない。

５ 補正方法

当初予定価格から４週８休を前提とした経費の積算を行い，現場閉所の達成状況

の結果，４週８休に満たない場合は減額の設計変更を行う。なお，補正係数につ

いては，別紙７のとおりとする。
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６ 実施における留意事項

（２） 工事の実施に当たっては，別紙１のとおりとし，入札告示文及び特記

仕様書に当該工事が週休２日工事である旨を記載しなければならない。

記載例は別紙２及び別紙３のとおりとする。

（３） 総合評価落札方式において，週休２日の実施に関する技術提案・簡易

な施工計画における技術的所見は，加点評価の対象としないものとす

る。

（４） 請負人は，計画的な休日の取得に努めるものとするが，現場の進捗状

況等から降雨，降雪等による予定外の休工日を現場閉所日及び休日とす

ることも可とする。

（５） 請負人は，地元対応やコンクリート打設後の養生期間，緊急対応な

ど，やむを得ない場合は，監督員と協議のうえ，振替休日等により休日

を取得することを可とする。

なお，現場閉所日に現場内の安全確認等が必要な場合は，最低限の

人員により対応するこ ととする。

（６） 発注者は，週休２日による施工が適切に実施されているか，必要に応

じて請負人への聞き取りや，請負人からの関係書類や休日取得計画等の

提示により確認を行うものとする（休日取得計画は別紙５を参照し作成

すること）。

※関係書類として休日取得計画以外に，日報，出勤簿，作業日誌，

安全日誌等が考えられる。

６ 実施における留意事項

（２） 週休２日工事において，請負人が週休２日に取り組む場合，各経費の

補正は対象期間全体 に対する週休２日の達成状況により決定するもの

とするが，建設業の働き方改革を推進する観点から，請負人は１ヶ月ご

とに４週８休以上の現場閉所が達成できるよう努めるものとする。

（３） 工事の実施に当たっては，別紙１のとおりとし，入札告示文及び特記

仕様書に当該工事が 週休２日工事である旨を記載しなければならな

い。記載例は別紙２及び別紙３のとおりとする。

（４） 総合評価落札方式において，週休２日の実施に関する技術提案・簡易

な施工計画における 技術的所見は，加点評価の対象としないものとす

る。

（５） 請負人は，計画的な休日の取得に努めるものとするが，現場の進捗状

況等から降雨，降雪 等による予定外の休工日を現場閉所日及び休日と

することも可とする。

（６） 請負人は，地元対応やコンクリート打設後の養生期間，緊急対応な

ど，やむを得ない場合は，監督員と協議のうえ，振替休日等により休日

を取得することを可とする。

なお，現場閉所日に現場内の安全確認等が必要な場合は，最低限の

人員により対応するこ ととする。

（７） 発注者は，週休２日による施工が適切に実施されているか，必要に応

じて請負人への聞き取りや，請負人からの関係書類や休日取得計画等の

提示により確認を行うものとする（休日取得計画は別紙５を参照し作成

すること）。

※関係書類として休日取得計画以外に，日報，出勤簿，作業日誌，

安全日誌等が考えられる。
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（７） 交替制において，待機日など実際の作業はなくても，現場に戻りうる

体制を確保している日は，休日とはしない。ただし，連絡体制のみ確保

しており，休日作業が発生しなかった場合は，休日とできる。

（８） 交替制において，休日中に作業が必要となる場合，現場代理人（主任

技術者（又は監理技術者））は，以下のいずれによって適切な施工がで

きる体制を確保することとする。

（中略）

（９） 交替制において，一時的に従事した技術者及び技能労働者は確認対象

外とする。

（中略）

（10） 発注者は，災害対応等の緊急時を除き，休日の前日などに休日の作業

が発生するような指示等は行わないこととする。

（11） 週休２日については土日を休日とする４週８休以上の現場閉所また

は，技術者及び技能労働者などが交替しながら月単位で４週８休以上の

休日を確保するものであり，その実施に努めなければならない。

附則

１ この要領は，令和６年４月１日から施行する。

２ この要領は，令和６年４月１日以降に告示される工事から適用する。

附則

１ この要領は，令和６年１０月１１日から施行する。

２ この要領は，令和６年１０月１１日以降に告示される工事から適用する。

（８） 交替制において，待機日など実際の作業はなくても，現場に戻りうる

体制を確保している 日は，休日とはしない。ただし，連絡体制のみ確

保しており，休日作業が発生しなかった場合は，休日とできる。

（９） 交替制において，休日中に作業が必要となる場合，現場代理人（主任

技術者（又は監理技 術者））は，以下のいずれによって適切な施工が

できる体制を確保することとする。

（中略）

（10） 交替制において，一時的に従事した技術者及び技能労働者は確認対象

外とする。

（中略）

（11） 発注者は，災害対応等の緊急時を除き，休日の前日などに休日の作業

が発生するような指示等は行わないこととする。

附則

１ この要領は，令和６年４月１日から施行する。

２ この要領は，令和６年４月１日以降に告示される工事から適用する。
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追加
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